
三
四
五

第
十
六
章　

情
報
監
視
審
査
会　
　

（
三
五
九
）

第
十
六
章　

情
報
監
視
審
査
会

三
五
九　

情
報
監
視
審
査
会
は
、
行
政
に
お
け
る
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る

制
度
の
運
用
を
常
時
監
視
す
る
た
め
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解

除
並
び
に
適
性
評
価
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
、
並
び
に
議

院
又
は
委
員
会
若
し
く
は
調
査
会
か
ら
の
特
定
秘
密
の
提
出
の
要
求

に
係
る
行
政
機
関
の
長
の
判
断
の
適
否
等
を
審
査
す
る

情
報
監
視
審
査
会
は
、
行
政
に
お
け
る
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
制
度
の
運
用
を
常
時
監
視
す
る
た
め
特
定
秘
密
の

指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
適
性
評
価
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
、
並
び
に
議
院
又
は
委
員
会
若
し
く
は
調
査

会
か
ら
の
特
定
秘
密
の
提
出
の
要
求
に
係
る
行
政
機
関
の
長
の
判
断
の
適
否
等
を
審
査
す
る
。

（
注
）
第
百
八
十
五
回
国
会
で
成
立
し
た
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
十
条
に
お
い

て
、
特
定
秘
密
の
提
供
を
受
け
る
国
会
に
お
け
る
そ
の
保
護
に
関
す
る
方
策
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
お
い
て
、
検
討
を
加
え
、

国
第
一
〇
二
条

　
の
一
三
　
　

情
規

　
第

一

条



三
四
六

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
と
さ
れ
た
。
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
討
を
踏
ま
え
、
第
百
八
十

六
回
国
会
に
お
い
て
国
会
法
の
一
部
改
正
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
六
号
）、
参
議
院
規
則
の
一
部
改
正
（
平
成
二
十
六
年

六
月
二
十
日
議
決
）
及
び
参
議
院
情
報
監
視
審
査
会
規
程
の
制
定
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
施
行
日
（
第
百
八
十
七
回
国
会
閉
会

後
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
日
）
に
情
報
監
視
審
査
会
が
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
第
百
八
十
九
回
国
会
平
成
二
十
七
年
三
月
二

十
五
日
に
委
員
が
選
任
さ
れ
、
六
月
十
七
日
の
情
報
監
視
審
査
会
に
お
い
て
、
特
定
秘
密
の
提
供
を
受
け
る
た
め
の
保
護
措
置

に
関
す
る
内
規
等
を
制
定
し
た
。

三
六
〇　

情
報
監
視
審
査
会
は
、
八
人
の
委
員
で
組
織
す
る

情
報
監
視
審
査
会
は
、
八
人
の
委
員
で
組
織
す
る
。

委
員
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
各
会
派
の
所
属
議
員
数
の
比
率
に
よ
り
各
会
派
に
割
り
当
て
、
各
会

派
の
申
出
に
基
づ
き
、
議
院
の
議
決
に
よ
り
選
任
す
る
。

（
注
）
第
百
八
十
九
回
国
会
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
（
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
三
日
）
に
お
い
て
、
情
報
監
視
審
査
会
委
員
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
決
定
が
あ
っ
た
。

(1)
情
報
監
視
審
査
会
の
設
置
目
的
に
鑑
み
、
情
報
監
視
審
査
会
委
員
は
、
国
務
大
臣
、
内
閣
官
房
副
長
官
、
内
閣
総
理
大
臣

情
規

　
第

二

条

　
第

三

条



三
四
七

第
十
六
章　

情
報
監
視
審
査
会　
　

（
三
六
〇
、
三
六
一
）

補
佐
官
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
及
び
大
臣
補
佐
官
を
兼
ね
な
い
。

(2)
常
任
委
員
長
、
特
別
委
員
長
及
び
調
査
会
長
は
、
審
査
を
要
請
す
る
側
と
な
る
の
で
、
情
報
監
視
審
査
会
委
員
を
兼
ね
な

い
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
憲
法
審
査
会
会
長
も
同
様
と
す
る
。

参
照　

六
号
、
九
号
、
一
〇
号
、
三
二
二
号

三
六
一　

委
員
は
、
選
任
後
遅
滞
な
く
、
情
報
監
視
審
査
会
の
会
議
録
の
中
で

情
報
監
視
審
査
会
に
お
い
て
特
に
秘
密
を
要
す
る
も
の
と
決
議
し
た

部
分
及
び
情
報
監
視
審
査
会
に
提
出
さ
れ
、
又
は
提
示
さ
れ
た
特
定

秘
密
に
つ
い
て
、
他
に
漏
ら
さ
な
い
こ
と
を
誓
う
旨
の
宣
誓
を
す
る

委
員
は
、
選
任
後
遅
滞
な
く
、
情
報
監
視
審
査
会
の
会
議
録
の
中
で
情
報
監
視
審
査
会
に
お
い
て
特
に
秘
密
を
要
す
る

も
の
と
決
議
し
た
部
分
及
び
情
報
監
視
審
査
会
に
提
出
さ
れ
、
又
は
提
示
さ
れ
た
特
定
秘
密
に
つ
い
て
、
他
に
漏
ら
さ

な
い
こ
と
を
誓
う
旨
の
宣
誓
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
定
め
で
あ
る
。

宣
誓
は
、
議
長
及
び
副
議
長
の
面
前
で
行
う
の
を
例
と
す
る
。

情
規

　
第

四

条



三
四
八

参
照　

三
七
四
号
、
三
七
八
号

三
六
二　

会
長
は
、
情
報
監
視
審
査
会
の
議
事
を
整
理
し
、
秩
序
を
保
持
し
、

及
び
情
報
監
視
審
査
会
を
代
表
す
る

会
長
は
、
情
報
監
視
審
査
会
の
議
事
を
整
理
し
、
秩
序
を
保
持
し
、
及
び
情
報
監
視
審
査
会
を
代
表
す
る
。

参
照　

一
三
号
、
三
二
三
号

三
六
三　

会
長
は
、
情
報
監
視
審
査
会
に
お
い
て
そ
の
委
員
が
互
選
す
る

会
長
は
、
情
報
監
視
審
査
会
に
お
い
て
そ
の
委
員
が
互
選
す
る
。

な
お
、
会
長
の
互
選
に
当
た
っ
て
は
、
委
員
中
の
年
長
者
が
会
長
の
職
務
を
行
う
。

参
照　

一
六
号
―
一
九
号
、
二
一
号
、
三
一
号
、
三
二
四
号

情
規

　
第

八

条

情
規

　
第

七

条

（
規
第
八
〇
条
）



三
四
九

第
十
六
章　

情
報
監
視
審
査
会　
　

（
三
六
二
―
三
六
五
）

三
六
四　

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
会
長
の
職
務
を
行
う

会
長
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
き
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員

が
会
長
の
職
務
を
行
う
。

三
六
五　

会
長
は
、
情
報
監
視
審
査
会
の
運
営
に
関
し
協
議
す
る
た
め
運
営
協

議
会
を
開
く

会
長
は
、
必
要
に
応
じ
、
情
報
監
視
審
査
会
の
運
営
に
関
し
委
員
と
協
議
す
る
た
め
、
運
営
協
議
会
を
開
く
。

参
照　

二
四
号

情
規

　
第

八

条

⎛

情
規
　
　
　⎞

⎝

　
第
八
条⎠



三
五
〇

三
六
六　

情
報
監
視
審
査
会
は
、
会
期
中
で
あ
る
と
閉
会
中
で
あ
る
と
を
問
わ

ず
、
い
つ
で
も
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
る

情
報
監
視
審
査
会
は
、
会
期
中
で
あ
る
と
閉
会
中
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
い
つ
で
も
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
六
七　

情
報
監
視
審
査
会
は
、
情
報
監
視
審
査
室
に
お
い
て
開
く

情
報
監
視
審
査
会
は
、
特
定
秘
密
の
適
切
な
保
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
情
報
監
視
審
査
室
に
お
い
て
開
く
。

た
だ
し
、
議
員
そ
の
他
の
者
の
傍
聴
を
許
す
も
の
と
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

参
照　

四
六
号

情
規

　
第

九

条

情
規

　
第
一
一
条



三
五
一

第
十
六
章　

情
報
監
視
審
査
会　
　

（
三
六
六
―
三
六
八
）

三
六
八　

情
報
監
視
審
査
会
に
お
け
る
調
査
の
方
法

情
報
監
視
審
査
会
が
調
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
適
性
評
価
の
実
施
の
状

況
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て
国
務
大
臣
等
か
ら
、
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
特
定
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル

等
の
管
理
に
つ
い
て
独
立
公
文
書
管
理
監
等
が
と
っ
た
措
置
の
概
要
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て
政
府
参
考
人
（
内
閣
府

独
立
公
文
書
管
理
監
）
か
ら
、
特
定
秘
密
の
指
定
の
状
況
等
に
つ
い
て
関
係
政
府
当
局
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
聴
取

し
、
必
要
に
応
じ
て
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
き
、
行
政
機
関
の
長
に
対
し
特
定
秘
密
の
提
出
又
は
提
示
を
求
め
、
質
疑

を
行
い
、
内
閣
、
官
公
署
そ
の
他
に
対
し
報
告
又
は
記
録
の
提
出
を
求
め
、
あ
る
い
は
、
委
員
を
派
遣
す
る
等
の
方
法

に
よ
り
調
査
す
る
の
を
例
と
す
る
。

（
注
）
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
政
府
は
、
毎
年
、
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
適

性
評
価
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
国
会
法
第
百
二
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
監
視
審

査
会
は
、
調
査
の
た
め
、
同
報
告
を
受
け
る
。

参
照　

一
一
七
号
、
三
二
八
号

国
第
一
〇
二
条

　
の
一
四
　
　

　
第
一
〇
二
条

　
の
一
五
　
　

　
第
一
〇
二
条

　
の
二
〇
　
　

（
国
第
一
〇
四
条
）

情
規

　
第
一
九
条

　
第
二
〇
条

　
第
三
三
条

⎛

規
第
一
八
〇
条⎞

⎜

　
の
二
　
　⎜

⎝

　
第
一
八
六
条⎠

⎛

特
定
秘
密

⎞
⎝

　
第
一
九
条⎠



三
五
二

三
六
九　

議
長
及
び
副
議
長
の
情
報
監
視
審
査
会
へ
の
出
席
発
言
に
関
す
る
例

議
長
及
び
副
議
長
は
、
情
報
監
視
審
査
会
に
出
席
し
、
及
び
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
定
め
で
あ
る
。
そ
の
例
を
挙
げ

れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
百
八
十
九
回
国
会
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
日
、
議
長
山
崎
正
昭
君
及
び
副
議
長
輿
石
東
君
は
、
会
長
互
選
を
行

う
情
報
監
視
審
査
会
に
出
席
し
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

第
百
九
十
回
国
会
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
日
、
議
長
山
崎
正
昭
君
及
び
副
議
長
輿
石
東
君
は
、
情
報
監
視
審
査
会

に
出
席
し
、
議
長
山
崎
正
昭
君
は
、
年
次
報
告
書
の
提
出
を
受
け
、
発
言
し
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

参
照　

一
二
二
号

情
規

　
第
一
六
条



三
五
三

第
十
六
章　

情
報
監
視
審
査
会　
　

（
三
六
九
―
三
七
一
）

三
七
〇　

国
務
大
臣
等
の
出
席
要
求
は
、
会
長
か
ら
直
接
こ
れ
を
行
う
の
を
例

と
す
る

内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
並
び
に
内
閣
官
房
副
長
官
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
並
び
に
政
府
特
別
補
佐
人

の
出
席
要
求
は
、
成
規
の
手
続
を
省
略
し
て
、
会
長
か
ら
直
接
こ
れ
を
行
う
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

二
四
七
号
―
二
四
九
号
、
二
五
一
号
、
三
三
二
号

三
七
一　

政
府
参
考
人
の
出
席
要
求
は
、
情
報
監
視
審
査
会
に
お
い
て
議
決
し
、

会
長
か
ら
こ
れ
を
行
う

情
報
監
視
審
査
会
は
、
行
政
に
関
す
る
細
目
的
又
は
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
調
査
又
は
審
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
府
参
考
人
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
説
明
を
聴
く
。

政
府
参
考
人
の
出
席
要
求
は
、
情
報
監
視
審
査
会
に
お
い
て
議
決
し
、
会
長
か
ら
こ
れ
を
行
う
。

参
照　

二
五
〇
号
、
三
三
三
号

国
第
一
〇
二
条

　
の
二
〇
　
　

⎛

国
第
七
一
条⎞

⎝

　
第
七
二
条⎠

情
規

　
第
三
三
条

⎛

規
第
四
二
条⎞

⎝

　
の
三
　
　⎠



三
五
四

三
七
二　

参
考
人
の
出
席
を
求
め
る
に
は
、
参
考
人
出
席
要
求
書
を
議
長
に
提

出
す
る

調
査
又
は
審
査
の
た
め
参
考
人
の
出
席
を
求
め
る
に
は
、
情
報
監
視
審
査
会
に
お
い
て
、
参
考
人
の
氏
名
、
意
見
を
求

め
る
事
項
及
び
出
席
を
求
め
る
日
時
を
決
定
し
、
会
長
か
ら
こ
れ
ら
を
記
載
し
た
参
考
人
出
席
要
求
書
を
議
長
に
提
出

し
、
議
長
は
文
書
を
も
っ
て
参
考
人
に
出
席
を
求
め
る
。

参
照　

二
七
三
号
―
二
七
六
号
、
三
三
四
号

三
七
三　

委
員
を
派
遣
す
る
に
は
、
委
員
派
遣
承
認
要
求
書
を
議
長
に
提
出
す

る

情
報
監
視
審
査
会
は
、
議
長
の
承
認
を
得
て
、
調
査
又
は
審
査
の
た
め
委
員
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
定
め
で
あ
る
。

委
員
を
派
遣
す
る
に
は
、
派
遣
の
目
的
、
委
員
の
氏
名
、
派
遣
地
、
期
間
及
び
費
用
を
記
載
し
た
委
員
派
遣
承
認
要
求

書
を
議
長
に
提
出
す
る
。

参
照　

二
七
八
号
、
二
八
一
号
、
三
三
五
号

情
規

　
第
三
三
条

（
規
第
一
八
六
条
）

情
規

　
第
一
九
条

⎛

規
第
一
八
〇
条⎞

⎝

　
の
二
　
　⎠



三
五
五

第
十
六
章　

情
報
監
視
審
査
会　
　

（
三
七
二
―
三
七
五
）

三
七
四　

特
定
秘
密
の
提
出
又
は
提
示
の
要
求
は
、
情
報
監
視
審
査
会
に
お
い

て
議
決
し
、
議
長
を
経
て
行
う

情
報
監
視
審
査
会
が
、
調
査
又
は
審
査
の
た
め
、
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
必
要
な
特
定
秘
密
の
提
出
又
は
提
示
を
求

め
る
に
は
、
情
報
監
視
審
査
会
に
お
い
て
議
決
し
、
議
長
を
経
て
行
う
。

な
お
、
委
員
を
派
遣
し
、
現
地
に
お
い
て
特
定
秘
密
の
提
示
を
受
け
た
例
が
あ
る
。

三
七
五　

情
報
監
視
審
査
会
は
、
毎
年
一
回
、
調
査
及
び
審
査
の
経
過
及
び
結

果
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
り
、
会
長
か
ら
こ
れ
を
議
長
に
提
出
す

る

情
報
監
視
審
査
会
は
、
毎
年
一
回
、
調
査
及
び
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
り
、
会
長
か
ら
こ
れ

を
議
長
に
提
出
し
、
議
長
は
こ
れ
を
公
表
す
る
。

な
お
、
報
告
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
情
報
監
視
審
査
会
の
決
定
に
基
づ
き
会
長
か
ら
議
長
に
申
し
出
て
、
議
院
運

営
委
員
会
の
決
定
に
よ
り
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
口
頭
で
報
告
を
行
っ
た
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

国
第
一
〇
二
条

　
の
一
五
　
　

　
第
一
〇
二
条

　
の
一
七
　
　

議
証

　
第

五

条

　
の
三

情
規

　
第
二
〇
条

情
規

　
第
二
二
条



三
五
六

第
百
九
十
回
国
会
情
報
監
視
審
査
会
（
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
日
）
に
お
い
て
、
調
査
及
び
審
査
の
経
過
及
び
結

果
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
会
長
金
子
原
二
郎
君
は
、
四
月
六
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て

口
頭
報
告
を
行
っ
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

参
照　

二
八
八
号
、
二
九
一
号
、
二
九
四
号
、
三
三
九
号
、
三
四
〇
号

三
七
六　

情
報
監
視
審
査
会
は
、
傍
聴
を
許
さ
な
い

情
報
監
視
審
査
会
は
、
傍
聴
を
許
さ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
決
議
に
よ
り
議
員
そ
の
他
の
者
の
傍
聴
を
許
す
も
の
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

参
照　

一
七
五
号

情
規

　
第
二
六
条



三
五
七

第
十
六
章　

情
報
監
視
審
査
会　
　

（
三
七
六
―
三
七
八
）

三
七
七　

情
報
監
視
審
査
会
の
会
議
録

情
報
監
視
審
査
会
の
会
議
録
は
、
議
員
そ
の
他
の
者
の
傍
聴
を
許
す
も
の
と
さ
れ
た
情
報
監
視
審
査
会
の
会
議
録
を
除

き
、
各
議
員
に
は
提
供
し
な
い
。

ま
た
、
会
議
録
は
、
議
員
そ
の
他
の
者
の
傍
聴
を
許
す
も
の
と
さ
れ
た
情
報
監
視
審
査
会
の
会
議
録
を
除
き
、
こ
れ
を

閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
及
び
情
報
監
視
審
査
会
事
務
局
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
会

長
が
認
め
た
と
き
に
限
り
、
情
報
監
視
審
査
会
の
調
査
若
し
く
は
審
査
又
は
そ
の
事
務
の
処
理
に
必
要
な
範
囲
で
、
会

議
録
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

参
照　

三
〇
一
号

三
七
八　

情
報
監
視
審
査
会
の
会
議
録
の
中
で
特
に
秘
密
を
要
す
る
部
分
は
情

報
監
視
審
査
会
に
お
い
て
決
議
す
る

特
定
秘
密
に
関
す
る
議
事
そ
の
他
の
情
報
監
視
審
査
会
の
会
議
録
の
中
で
特
に
秘
密
を
要
す
る
部
分
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
旨
を
情
報
監
視
審
査
会
に
お
い
て
決
議
す
る
。

情
規

　
第
二
九
条

　
第
三
〇
条

⎛

規
第
一
五
六
条⎞

⎜

　
第
一
五
七
条⎜

⎝

　
第
一
五
八
条⎠

⎛

情
規
　
　
　⎞

⎜

　
第
四
条⎜

⎝

　
第
二
五
条⎠



三
五
八

そ
の
箇
所
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
運
営
協
議
会
で
速
記
録
を
調
査
の
上
、
会
長
に
お
い
て
決
定
す
る
の
を
例
と
し
、

決
定
ま
で
の
間
、
会
議
の
内
容
は
全
て
他
に
漏
ら
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

参
照　

三
六
一
号

三
七
九　

情
報
監
視
審
査
会
の
運
営
は
、
法
律
及
び
規
則
の
定
め
に
よ
る
ほ
か
、

委
員
会
等
の
運
営
を
参
考
と
す
る
と
と
も
に
、
特
定
秘
密
を
適
切
に

保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
等
に
関
す
る
内
規
等
に
よ
り
定
め
る

情
報
監
視
審
査
会
の
運
営
は
、
国
会
法
、
参
議
院
規
則
、
参
議
院
情
報
監
視
審
査
会
規
程
等
の
定
め
に
よ
る
ほ
か
、
委

員
会
等
の
運
営
を
参
考
と
す
る
。

ま
た
、
特
定
秘
密
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
等
は
、
法
律
及
び
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
情
報
監

視
審
査
会
の
議
決
又
は
会
長
決
定
に
よ
る
内
規
等
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

国
第
一
〇
二
条

　
の
二
〇
　
　

情
規

　
第
三
三
条


